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委 員 会 調 査 報 告 書 

 本委員会は、議会開会中下記事項について調査したから、会議規則第７７条の規定により報

告いたします。 

記 

１．調 査 事 項

（1）公害防止協定に基づく協議について

（2）地区計画区域の見直しにかかる協議について

（3）各課の報告事項について

２．調 査 期 日

   ９月１８日（木）

３．調 査 の 概 要

（1）公害防止協定に基づく協議について

○ 福伸電機（株）の平成 26年 9月 18日付の公害防止協定に基づく協議について、資料により

説明を受けた。空気圧縮機２台の故障による出力不足のため緊急で設備の更新を行うとのこと

であり、委員会としては了承することとした。

（2）地区計画区域の見直しにかかる協議について

 ○ 企業のニーズに応え、従業員を多く抱える企業を町内にとどめることが町の発展にもつなが

るという観点から、東部の工業専用地域の拡大を図るべく地区計画区域の見直しの検討を進め

るとのことであり、委員会としては了承することとした。

民



（3）各課の報告事項について

〈健康福祉課〉

○ 神積寺開基一千年並びに本尊御開扉記念事業実行委員会から巡回バス「サルビア号」の臨時

運行の要望があったため、臨時運行を行うとの報告を受けた。

   ・臨時運行日   平成 26年 11月 9日（日）、11月 16日（日）の 2日間

   ・臨時運行路線  まちなか便（神姫バス）

   ・経費      1日 40,000円×2日＝80,000円

            （神積寺開基一千年並びに本尊御開扉記念事業実行委員会の負担）

〈まちづくり課〉

○ 平成 26年 9月 3日午後 9時 50分頃に発生した事故について資料により報告を受けた。町道

東部工業団地 1号線を通行の自転車が、道路を横断するグレーチングの隙間に挟まり転倒した

事故とのことであり、今後は定期的なパトロールの強化に努め、再発防止を図るとのことであ

る。

  ・運 転 者：福崎町西田原在住  59歳

 ・け が 等：顔面ほか挫傷創、頸椎捻挫、歯冠破折（加療 1週間）

 ・破 損 物：自転車、ヘルメット


